
つなぐニュースレター
キャッシュレス決済

ご寄付いただきありがとうございました。

2024.11.15

現在の受任状況（10/30）つなぐでは毎月、担当者のスキルアップを目的に、専門
研修を実施しています。10月は横浜市消費生活総合セン
ターの講師をお招きし、キャッシュレス決済の落とし穴につ
いてお話しいただきました。ここでは、少し、研修で学んだ
ことをお伝えしたいと思います。
債務整理をする上で、悩ましいのが、キャリア決済です。
キャリア決済とは、携帯電話に紐づいた決済方法で、ドコ
モのd払いなどネットショッピングや実店舗での買い物にも
利用でき、携帯料金と合算して請求される仕組みになって
います。携帯電話を契約する際、意識しないうちに設定さ
れていることがあります。アプリを使えば、クレジットカードよ
りスピーディーに決済できますので大変便利ですが、使い
すぎてしまうのが欠点です。
当然ですが、支払いができなければサービスの利用は
停止されます。ただ、支払うと限度額が元に戻るので、借
金を重ねる結果になるのが悩ましい点です。
最近は、審査や年齢制限のない「バンドルカード」と呼
ばれるプリペイド式もあるそうです。手元に現金がなくても
チャージでき、後払いするシステムになっています。
最近はフィッシング詐欺も横行していて、簡単に携帯か
ら個人情報を抜き取られます。万が一被害に遭い、自分で
解決できそうにない場合は、消費生活総合センターが相
談にのってくださるとのこと。この点は安心しました。

2024年度も賛助費

賛助会員募集中！

2024年3月時点
賛助会員143人

払込取扱票で振り込む場合：
00280-9-106282

個人会員 1口 3,000円
団体会員 1口 5,000円

振込先：NPO法人つなぐ
ゆうちょ銀行〇二九店（ゼロニキュウ）
当座預金 0106282

ゆうちょ銀行から記号番号で振り込む場合：
記号 00280 番号 106282

      

  

   

  
   

    

    

    

    

      

後見
類型

保佐
類型

補助
類型

任意
後見

任意
（発
効）

合計

23 9 2 4 2 40

宮本豊子様 野村浩様 山下香澄様
小田五世様 川村美智子様 津田美千代様
吉田隆様 斎藤聡子様 河野仁美様



特集 住み慣れた自宅で暮らしたい

Tel：045-717-6662
Fax：045-717-6668

Mail：turumi@npo-tunagu.org

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9
東建シティハイツ鶴見中央202

＜発行元・お問い合わせ先＞

NPO法人つなぐ

イベントレポート

できる限り自分の家で暮らしたい。
多くの方が願うことだと思います。高
齢者に限ったことではなく、障がいの
ある方もグループホームではなく、長
年住み慣れた自宅やアパートでの一
人暮らしを選択する方もいらっしゃい
ます。
後見人として、本人の選択を尊重し、
一人暮らしを支えたいと考えますが、
ヘルパーさんや訪問看護師さんはも
ちろん、隣近所の人々にも協力しても
らわなければ、安心・安全な一人暮
らしは難しいのが現実です。
漫画の事例は、後見人が孤立して
暮らしていた被後見人さんと、さまざ
まなサービスに結びつけていったお
話しです。
公的サービスのコーディネートはケ
アマネージャーさんや計画相談員さ
んにお願いし、民生委員さんに声掛
けを、家電の買い替えや修理を近所
の電気屋さんにお願いすることがで
きました。本人がよく行くパチンコ屋
さんにも連絡がつくようにしました。
施設に入所するまでの数年間、地
域の人々に支えられ、実現した一人
暮らしでした。
施設に入所してもらえば安心です
が、できるだけ本人の意向に沿った
暮らしを実現するのも後見人の仕事
です。

＊けんたろうカフェ
10月17日に鶴見区社会福祉協議会にて
実施します。「知っておきたい相続税
のこと」を税理士小田五世先生にご登
壇いただきます。午後には個別相談も
あります。
＊小さな勉強会
10/9、10/18、10/22をつなぐの事務所
で開催します。
＊障害者支援フォーラム
10/5に戸塚区民文化センターで開催さ
れます。つなぐも参加します。

作：川村美智子
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